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ふるさと名物応援宣言

八幡浜市の地域資源である柑橘・魚介類及びその加工品をふるさと名物として指定し、平成30年3月7日「ふるさと名物応援宣言」を行いました。

 

◇「かんきつ王国八幡浜市の魅力あるかんきつ類を活用した加工品群」

◇「八幡浜市の新鮮な魚介類及び水産練製品の生産に係る技術を活用した加工品群」

 

この宣言により、八幡浜市は加工品の開発や販路開拓等に取り組む中小企業・小規模事業者を広く応援します。

 

ふるさと名物応援宣言とは

国の中小企業地域資源活用促進法に基づき、都道府県が指定する地域資源を活用した商品・サービス群から各自治体が「ふるさと名物」を指定し、地域を挙げて支援を行うふるさと名物について、宣言し応援を行うものです。

 

ふるさと名物応援宣言をすることにより、次のようなメリットがあります。
１．地域資源活用事業計画の補助金においての優先採択
２．ふるさとプロデューサー育成事業への優先参加
３．中小企業庁ポータルサイト「ミラサポ」での情報発信

 

※詳しくは、中小企業庁ポータルサイト「ミラサポ」をご覧ください。（外部サイト）



    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
産業建設部　商工観光課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-3101
FAX：0894-24-6180
E-Mail：syokokanko@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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